
 

『お客様相談室』の担当者が 
おさえておくべき法律知識 

 

 

1999 年東京大学入学、2001 年 司法試験合格、2003 年東京大学卒業、第 57 期司法修
習生。2004 年弁護士登録、2005 年田島正広法律事務所（現・田島総合法律事務所）入
所。2009 年弁護士法人 Martial Arts 入所。著書に「やったらどうなる個人情報保護法の落
とし穴」（共著・株式会社インプレス）、「事例でわかる中小企業のための会社法 Q&A」（共
著・三修社）。 

 
 

・お客様相談室、コンタクトセンター、営業管理部門、品質管理部門など 

関連部門のご担当者、管理職の方 
 

講  師 

 

●日 時●  ２０１５年 １０月 ２２日（木）１３：００～１７：００ 

●会 場●  企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

10/22 

（木） 

１３：００ 

１．契約内容について 

（１）約款にはどこまで法的拘束力があるのか？ 

（２）契約条項の効力が制限される場合とは？ 

（３）消費者契約法で禁止されている条項とは？ 

（４）説明義務違反とは？ 

２．未成年者による契約について 

（１）未成年者が契約する場合のルールとは？ 

（２）未成年者の契約でも取消ができない場合とは？ 

３．欠陥商品について 

（１）「瑕疵」とは？ 

（２）製造物責任法によって責任が生じる場合とは？ 

４．損害賠償について 

（１）賠償すべき損害の範囲とは？ 

（２）損害の評価はどのように行われるのか？ 

（３）過失相殺・損益相殺とは？ 

５．個人情報の取扱いについて 

（１）本人確認の在り方 

（２）家族に対して情報提供できるか？ 

（３）弁護士や捜査機関から情報提供を求められた場合， 

どうすればよいのか？ 

（４）本人が入院中・認知症・服役中・死亡などの場合の取扱い 

６．クレーマー対応について 

（１）悪質なクレーマーかどうかをどう判断すればよいのか？ 

（２）クレーマー対応における注意点は？ 

７．よくある問題点 

（１）録音する場合の注意点 

（２）代理人と称する人物が表れた場合の対応 
 

※最少催行人数に満たない場合には、開催中止となる場合がございます。 

 

ご参加頂きたい方 

151554-0707  『お客様相談室』の担当者がおさえておくべき法律知識 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） 

税込・資料代含 

１７：００ 

『お客様相談室』の担当者がおさえておくべき法律知識 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail にてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。 

後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 

※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 

 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 31ＭＴビル 2Ｆ 
 

弁護士法人 Ｍａｒｔｉａｌ Ａｒｔｓ  

弁護士  吉新 拓世 氏 
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